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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（会社情報の開示） （会社情報の開示）

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｒまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。）

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｐまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。）

ａ～ａｏ （略） ａ～ａｏ （略）

ａｐ 全部取得条項付種類株式（会社法第１

７１条第１項に規定する全部取得条項付

種類株式をいう。以下同じ。）の全部の

取得

（新設）

ａｑ 株式等売渡請求（会社法第１７９条の

３第１項に規定する株式等売渡請求をい

う。以下同じ。）に係る承認又は不承認

（新設）

ａｒ ａから前ａｑまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは

財産又は当該上場株券等に関する重要な

事項であって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの

ａｐ ａから前ａｏまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは

財産又は当該上場株券等に関する重要な

事項であって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合

ａ～ｎ （略） ａ～ｎ （略）

ｎの２ 特別支配株主（会社法第１７９条第

１項に規定する特別支配株主をいう。

以下同じ。）（当該特別支配株主が法

人であるときは、その業務執行を決定

する機関をいう。）が当該上場会社に

係る株式等売渡請求を行うことについ

ての決定をしたこと又は当該特別支配

株主が当該決定（公表がされた（法第

１６６条第４項に規定する公表がされ

（新設）
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たをいう。）ものに限る。）に係る株

式等売渡請求を行わないことを決定し

たこと。

ｏ～ｘ （略） ｏ～ｘ （略）

（単元株式数） （単元株式数）

第４２７条の２ （略） 第４２７条の２ （略）

２ 上場内国株券の発行者は、上場内国株券の単

元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設に

ついて取締役会決議（監査等委員会設置会社に

あっては、取締役の決定を含み、指名委員会等

設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）

を行う場合には、単元株式数を１００株とする

ものとする。

２ 上場内国株券の発行者は、上場内国株券の単

元株式数の変更又は単元株式数の定めの新設に

ついて取締役会決議（委員会設置会社について

は、執行役の決定を含む。）を行う場合には、

単元株式数を１００株とするものとする。

（上場内国会社の機関） （上場内国会社の機関）

第４３７条 上場内国株券の発行者は、次の各号

に掲げる機関を置くものとする。

第４３７条 上場内国株券の発行者は、次の各号

に掲げる機関を置くものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２）監査役会、監査等委員会又は指名委員会

等（会社法第２条第１２号に規定する指名委

員会等をいう。）

（２）監査役会又は委員会（会社法第２条第１

２号に規定する委員会をいう。）

（３） （略） （３） （略）

２ （略） ２ （略）

（業務の適正を確保するために必要な体制整

備）

（業務の適正を確保するために必要な体制整

備）

第４３９条 上場内国会社は、当該上場内国会社

の取締役、執行役又は理事の職務の執行が法令

及び定款に適合することを確保するための体

制その他上場内国会社の業務並びに当該上場

内国会社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するために必要な体制の整

備（会社法第３６２条第４項第６号、同法第３

９９条の１３第１項第１号ハ若しくは同法第

４１６条第１項第１号ホに規定する体制の整

備又はこれらに相当する体制の整備をいう。）

を決定するとともに、当該体制を適切に構築し

運用するものとする。

第４３９条 上場内国会社は、当該上場内国会社

の取締役、執行役又は理事の職務の執行が法令

及び定款に適合することを確保するための体

制その他内国会社の業務の適正を確保するた

めに必要な体制の整備（会社法第３６２条第４

項第６号若しくは同法第４１６条第１項第１

号ホに規定する体制の整備又はこれらに相当

する体制の整備をいう。）を決定するとともに、

当該体制を適切に構築し運用するものとする。

２ （略） ２ （略）
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（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項） （支配株主との重要な取引等に係る遵守事項）

第４４１条の２ 支配株主を有する上場会社は、

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定す

る事項の決定が当該上場会社の少数株主にと

って不利益なものでないことに関し、当該支配

株主との間に利害関係を有しない者による意

見の入手を行うものとする。

第４４１条の２ 支配株主を有する上場会社は、

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定す

る事項の決定が当該上場会社の少数株主にと

って不利益なものでないことに関し、当該支配

株主との間に利害関係を有しない者による意

見の入手を行うものとする。

（１） 当該上場会社の業務執行を決定する機

関が、第４０２条第１号ａ（第三者割当によ

る募集株式等の割当てを行う場合に限る。）、

ｅ、ｉからｍまで、ｏからｓまで、ｗからｚ

まで又はａｐからａｒまでに掲げる事項（支

配株主その他施行規則で定める者が関連する

ものに限る。）のいずれかを行うことについ

ての決定をする場合（同条の規定に基づきそ

の内容の開示を要する場合に限る。）

（１） 当該上場会社の業務執行を決定する機

関が、第４０２条第１号ａ（第三者割当によ

る募集株式等の割当てを行う場合に限る。）、

ｅ、ｉからｍまで、ｏからｓまで、ｗからｚ

まで又はａｐに掲げる事項（支配株主その他

施行規則で定める者が関連するものに限

る。）のいずれかを行うことについての決定

をする場合（同条の規定に基づきその内容の

開示を要する場合に限る。）

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準）

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。

（１）～（１８） （略） （１）～（１８） （略）

（１８）の２ 株式等売渡請求による取得

特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る

株式の全部を取得する場合

（新設）

（１９）・（２０） （略） （１９）・（２０） （略）

２ （略） ２ （略）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示）

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略）

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資

信託証券の発行者等に関する情報の適時開示に

ついては、次の各号に掲げる上場不動産投資信

託証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資

信託証券の発行者等に関する情報の適時開示に

ついては、次の各号に掲げる上場不動産投資信

託証券の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

（１）投資証券

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次

（１）投資証券

上場不動産投資信託証券の発行者等は、次
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のａからｄまでのいずれかに該当する場合

（施行規則で定める基準に該当するものそ

の他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽

微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちに

その内容を開示しなければならない。

のａからｄまでのいずれかに該当する場合

（施行規則で定める基準に該当するものそ

の他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽

微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちに

その内容を開示しなければならない。

  ａ～ｃ （略）   ａ～ｃ （略）

  ｄ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社に、次の（ａ）から（ｌ）

までに掲げる事実のいずれかが発生した場

合

  ｄ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社に、次の（ａ）から（ｋ）

までに掲げる事実のいずれかが発生した場

合

   （ａ）～（ｊ） （略）    （ａ）～（ｊ） （略）

   （ｋ） 特別支配株主（当該特別支配株主

が法人であるときは、その業務執行を決

定する機関をいう。）が当該投資法人の

資産運用会社に係る株式等売渡請求を行

うことについての決定をしたこと又は当

該特別支配株主が当該決定（公表がされ

た（法第１６６条第４項に規定する公表

がされたをいう。）ものに限る。）に係

る株式等売渡請求を行わないことを決定

したこと。

   （新設）

   （ｌ） （ａ）から前（ｋ）までに掲げる

事実のほか、上場不動産投資信託証券又

は当該資産運用会社の運営、業務若しく

は財産に関する重要な事実であって投

資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

もの

   （ｋ） （ａ）から前（ｊ）までに掲げる

事実のほか、上場不動産投資信託証券又

は当該資産運用会社の運営、業務若しく

は財産に関する重要な事実であって投

資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

もの

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

３～６ （略） ３～６ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年５月１日から施

行する。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（会社情報の開示） （会社情報の開示）

第１１８条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。

第１１８条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｔまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。）

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｒまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。）

  ａ～ａｑ （略）   ａ～ａｑ （略）

ａｒ 全部取得条項付種類株式（会社法第１

７１条第１項に規定する全部取得条項付

種類株式をいう。）の全部の取得

（新設）

ａｓ 株式等売渡請求（会社法第１７９条の

３第１項に規定する株式等売渡請求をい

う。以下同じ。）に係る承認又は不承認

（新設）

  ａｔ ａから前ａｓまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは

財産又は当該上場株券等に関する重要

な事項であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの

  ａｒ ａから前ａｑまでに掲げる事項のほ

か、当該上場会社の運営、業務若しくは

財産又は当該上場株券等に関する重要

な事項であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの

（２） 次のａからｙまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合

（２） 次のａからｙまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合

ａ～ｎ （略） ａ～ｎ （略）

ｎの２ 特別支配株主（会社法第１７９条第

１項に規定する特別支配株主をいい、

当該特別支配株主が法人であるとき

は、その業務執行を決定する機関をい

う。）が当該上場会社に係る株式等売

渡請求を行うことについての決定をし

たこと又は当該特別支配株主が当該決

定（公表がされた（法第１６６条第４

項に規定する公表がされたをいう。）

（新設）
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ものに限る。）に係る株式等売渡請求

を行わないことを決定したこと。

ｏ～ｙ （略） ｏ～ｙ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年５月１日から施

行する。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引資格の取得申請） （取引資格の取得申請）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前項の取引資格取得申請書には、次の各号に

掲げる書類を添付しなければならない。

２ 前項の取引資格取得申請書には、次の各号に

掲げる書類を添付しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 取引資格の取得申請に係る取締役会議

事録の写し（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定があったことを証する書面

を含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定があったことを証する書面を

含む。）

（２） 取引資格の取得申請に係る取締役会議

事録の写し（委員会設置会社にあっては、執

行役の決定があったことを証する書面を含

む。）

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略）

３～５ （略） ３～５ （略）

（合併等の承認申請） （合併等の承認申請）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。

（１） （略） （１）（略）

（２） 合併等に係る取締役会議事録の写し（監

査等委員会設置会社にあっては、取締役の決

定があったことを証する書面を含み、指名委

員会等設置会社にあっては、執行役の決定が

あったことを証する書面を含む。）

（２） 合併等に係る取締役会議事録の写し（委

員会設置会社にあっては、執行役の決定があ

ったことを証する書面を含む。）

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略）

（報告事項） （報告事項）

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定め

る場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報告

書に当取引所が必要と認める書類を添付して報告

するものとする。

第１１条 規程第１８条に規定する当取引所が定め

る場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報告

書に当取引所が必要と認める書類を添付して報告

するものとする。

（１）～（８）の３ （略） （１）～（８）の３ （略）

（９） 資本金の額の変更に関して取締役会決

議（監査等委員会設置会社にあっては、取締

役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあ

っては、執行役の決定を含む。）を行ったと

（９） 資本金の額の変更に関して取締役会決

議（委員会設置会社にあっては、執行役の決

定を含む。）を行ったとき（外国法人にあっ

ては、資本金の額（持込資本金の額を含む。）
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き（外国法人にあっては、資本金の額（持込

資本金の額を含む。）の変更に関して決議又

は決定を行ったとき。）。

の変更に関して決議又は決定を行ったと

き。）。

（９）の２～（２７） （略） （９）の２～（２７） （略）

（取引資格の喪失申請） （取引資格の喪失申請）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

２ 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号に

掲げる書類を添付しなければならない。

２ 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号に

掲げる書類を添付しなければならない。

（１） 取引資格の喪失申請に係る取締役会議

事録の写し（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定があったことを証する書面

を含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定があったことを証する書面を

含む。）

（１） 取引資格の喪失申請に係る取締役会議

事録の写し（委員会設置会社にあっては、執

行役の決定があったことを証する書面を含

む。）

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

３ （略） ３ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年５月１日から施

行する。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（削る） （１） 委員会 規程第４３７条第２号に規定

する委員会をいう。

（１） （略） （１）の２ （略）

（２）～（１４）の２ （略） （２）～（１４）の２ （略）

（１４）の３ 指名委員会等 規程第４３７条

第１項第２号に規定する指名委員会等をい

う。

（新設）

（１５）～（３５） （略） （１５）～（３５） （略）

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（削る） （１） 委員会設置会社 会社法第２条第１２

号に規定する委員会設置会社をいう。

（１） （略） （１）の２ （略）

（２）～（３）の２ （略） （２）～（３）の２ （略）

（３）の３ 監査等委員会設置会社 会社法第

２条第１１号の２に規定する監査等委員会

設置会社をいう。

（新設）

（４）～（１１） （略） （４）～（１１） （略）

（１２） 自己株式消却決議 自己株式の消却

に係る会社法第１７８条第２項若しくは優

先出資法又はこれらに相当する外国の法令

の規定による決議（監査等委員会設置会社に

あっては、取締役の決定を含み、指名委員会

等設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。）をいう。

（１２） 自己株式消却決議 自己株式の消却

に係る会社法第１７８条第２項若しくは優

先出資法又はこれらに相当する外国の法令

の規定による決議（委員会設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）をいう。

（１３） 自己株式処分等決議 自己株式の処

分に係る会社法第１９９条第１項の規定に

よる決議（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定を含み、指名委員会等設置

会社にあっては、執行役の決定を含む。）若

しくは会社法第７４９条第１項第２号、第７

５８条第４号若しくは第７６８条第１項第

（１３） 自己株式処分等決議 自己株式の処

分に係る会社法第１９９条第１項の規定に

よる決議（委員会設置会社にあっては、執行

役の決定を含む。）若しくは会社法第７４９

条第１項第２号、第７５８条第４号若しくは

第７６８条第１項第２号に規定する金銭等

として自己株式を交付する場合における会



10/36

２号に規定する金銭等として自己株式を交

付する場合における会社法第７９５条第１

項の規定による決議（会社法第７９６条第１

項又は第３項の規定により当該決議を要し

ない場合にあっては、吸収合併契約、吸収分

割契約又は株式交換契約の内容についての

取締役会決議（監査等委員会設置会社にあっ

ては、取締役の決定を含み、指名委員会等設

置会社にあっては、執行役の決定を含む。）

を含む。）又はこれらに相当する外国の法令

の規定による決議をいう。

社法第７９５条第１項の規定による決議（会

社法第７９６条第１項又は第３項の規定に

より当該決議を要しない場合にあっては、吸

収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約

の内容についての取締役会決議（委員会設置

会社にあっては、執行役の決定を含む。）を

含む。）又はこれらに相当する外国の法令の

規定による決議をいう。

（１３）の２ （略） （１３）の２ （略）

（１３）の３ 指名委員会等設置会社 会社法

第２条第１２号に規定する指名委員会等設

置会社をいう。

（新設）

（１４）～（２８） （略） （１４）～（２８） （略）

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類）

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である

場合の規程第２０４条第２項本文に規定する

施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である

場合の規程第２０４条第２項本文に規定する

施行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後に、自己株式取得決議、自己株式処分

等決議又は自己株式消却決議を行った場合

には、その議事録の写し（会社法第３１９条

第１項又は同法第３７０条の規定により株

主総会又は取締役会の決議があったものと

みなされる場合にあっては、当該場合に該当

することを証する書面を含み、監査等委員会

設置会社にあっては、取締役の決定があった

ことを証する書面を含み、指名委員会等設置

会社にあっては、執行役の決定があったこと

を証する書面を含む。）

（５） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後に、自己株式取得決議、自己株式処分

等決議又は自己株式消却決議を行った場合

には、その議事録の写し（会社法第３１９条

第１項又は同法第３７０条の規定により株

主総会又は取締役会の決議があったものと

みなされる場合にあっては、当該場合に該当

することを証する書面を含み、委員会設置会

社にあっては、執行役の決定があったことを

証する書面を含む。）

（６）～（２６） （略） （６）～（２６） （略）

（２７） 新規上場申請者が指名委員会等設置

会社であって、会社法第４１６条第４項に基

づき執行役に委任している場合には、取締役

会の決議の内容を証する書面

（２７） 新規上場申請者が委員会設置会社で

ある場合には、会社法第４１６条第４項に規

定する取締役会の決議の内容を証する書面

（２７）の２ 新規上場申請者が監査等委員会 （新設）
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設置会社であって、会社法第３９９条の１３

第５項に基づき取締役に委任している場合

には、取締役会の決議の内容を証する書面

（２８）～（３１） （略） （２８）～（３１） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類）

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当

することとなるときは、当該各号に定める書

類を提出するものとする。ただし、電子開示

手続（法第２７条の３０の２に規定する電子

開示手続をいう。以下同じ。）により当該各

号に定める書類（第４号ｄに掲げる書類を除

く。）を内閣総理大臣等に提出した場合には、

当該書類の提出を要しないものとする。

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ

る場合をいい、当該各号に掲げる場合に該当

することとなるときは、当該各号に定める書

類を提出するものとする。ただし、電子開示

手続（法第２７条の３０の２に規定する電子

開示手続をいう。以下同じ。）により当該各

号に定める書類（第４号ｄに掲げる書類を除

く。）を内閣総理大臣等に提出した場合には、

当該書類の提出を要しないものとする。

（１） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに取締役

会又は株主総会（優先出資証券の上場を申請

する場合にあっては、普通出資者総会又は優

先出資者総会を含む。以下この号において同

じ。）を開催した場合（会社法第３１９条第

１項又は第３７０条の規定により株主総会

又は取締役会の決議があったものとみなさ

れる場合を含み、監査等委員会設置会社にあ

っては、監査等委員会を開催した場合又は取

締役の決定（日常業務等の決定を除く。以下

この号において同じ。）があった場合を含み、

指名委員会等設置会社にあっては、指名委員

会等を開催した場合又は執行役の決定（日常

業務等の決定を除く。以下この号において同

じ。）があった場合を含む。） その議事録

の写し（会社法第３１９条第１項又は第３７

０条の規定により株主総会又は取締役会の

決議があったものとみなされる場合にあっ

ては、当該場合に該当することを証する書面

を含み、監査等委員会設置会社にあっては、

取締役の決定があったことを証する書面を

含み、指名委員会等設置会社にあっては、執

行役の決定があったことを証する書面を含

（１） 新規上場申請日の属する事業年度の初

日以後上場することとなる日までに取締役

会又は株主総会（優先出資証券の上場を申請

する場合にあっては、普通出資者総会又は優

先出資者総会を含む。以下この号において同

じ。）を開催した場合（会社法第３１９条第

１項又は第３７０条の規定により株主総会

又は取締役会の決議があったものとみなさ

れる場合を含み、委員会設置会社にあって

は、委員会を開催した場合又は執行役の決定

（日常業務等の決定を除く。以下この号にお

いて同じ。）があった場合を含む。） その

議事録の写し（会社法第３１９条第１項又は

第３７０条の規定により株主総会又は取締

役会の決議があったものとみなされる場合

にあっては、当該場合に該当することを証す

る書面を含み、委員会設置会社にあっては、

執行役の決定があったことを証する書面を

含み、新規上場申請者が外国会社である場合

にあっては、外国株券等に関する事項につい

て取締役会又は株主総会を開催した場合の

決議通知書をいう。）。この場合において、

取締役会又は株主総会の決議（委員会設置会

社にあっては、委員会の決議又は執行役の決
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み、新規上場申請者が外国会社である場合に

あっては、外国株券等に関する事項について

取締役会又は株主総会を開催した場合の決

議通知書をいう。）。この場合において、取

締役会又は株主総会の決議（監査等委員会設

置会社にあっては、監査等委員会の決議又は

取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社

にあっては、指名委員会等の決議又は執行役

の決定を含む。）に係る事項が第４１７条又

は第４１８条に規定する事項である場合に

は、新規上場申請者は、当該議事録の写しに、

上場会社が第４１７条又は第４１８条の規

定に基づき提出する書類に準じて作成した

書類を添付するものとする。

定を含む。）に係る事項が第４１７条又は第

４１８条に規定する事項である場合には、新

規上場申請者は、当該議事録の写しに、上場

会社が第４１７条又は第４１８条の規定に

基づき提出する書類に準じて作成した書類

を添付するものとする。

（２）～（９）の２ （略） （２）～（９）の２ （略）

（１０） 上場希望日現在の株券等のうち新規

上場申請日に発行されていないものがある

場合 その発行決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名委員

会等設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。）を証明する書類、有価証券届出書の写

し及び有価証券届出効力発生通知書の写し

若しくは発行登録追補書類の写し又は有価

証券通知書受理通知書の写し若しくは発行

登録通知書受理通知書の写し並びに払込完

了を証明する書類（登記事項証明書等）

（１０） 上場希望日現在の株券等のうち新規

上場申請日に発行されていないものがある

場合 その発行決議（委員会設置会社にあっ

ては、執行役の決定を含む。）を証明する書

類、有価証券届出書の写し及び有価証券届出

効力発生通知書の写し若しくは発行登録追

補書類の写し又は有価証券通知書受理通知

書の写し若しくは発行登録通知書受理通知

書の写し並びに払込完了を証明する書類（登

記事項証明書等）

（上場承認時の提出書類） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧）

第２１１条 （略） 第２１１条 （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 規程第２０４条第１２項第１号に規定する施行

規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事

項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第

５号にあっては、新規上場申請者が内国株券の発行

者である場合に限る。

４ 規程第２０４条第１２項第１号に規定する施行

規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事

項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第

５号にあっては、新規上場申請者が内国株券の発行

者である場合に限る。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂに

掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに掲

げる事項を含む。）。

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂに

掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに掲

げる事項を含む。）。
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ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）から

（ｆ）までのいずれかに該当する場合 その旨及

びそれを踏まえてもなお独立役員として指定す

る理由

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）から

（ｅ）までのいずれかに該当する場合 その旨及

びそれを踏まえてもなお独立役員として指定す

る理由

（ａ） 過去に当該会社の親会社の業務執行

者（会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第２条第３項第６号に規定する業務

執行者をいう。以下同じ。）であった者（業

務執行者でない取締役であった者を含み、社

外監査役を独立役員として指定する場合に

あっては、監査役であった者を含む。）

（ａ） 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務

執行者等（業務執行者（会社法施行規則（平

成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第

６号に規定する業務執行者をいう。以下同

じ。）又は過去に業務執行者であった者をい

う。以下同じ。）

（ｂ） 過去に当該会社の兄弟会社の業務執

行者であった者

（新設）

（ｃ） 過去に当該会社を主要な取引先とす

る者の業務執行者であった者又は当該会社

の主要な取引先の業務執行者であった者

（ｂ） 当該会社を主要な取引先とする者若し

くはその業務執行者等又は当該会社の主要

な取引先若しくはその業務執行者等

（ｄ） 当該会社から役員報酬以外に多額の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の

団体であるものに限る。）に過去に所属して

いた者

（ｃ） 当該会社から役員報酬以外に多額の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得て

いる者が法人、組合等の団体である場合は、

当該団体に所属する者及び当該団体に過去

に所属していた者をいう。）

（ｅ） 当該会社の主要株主（当該主要株主が

法人である場合には、当該法人の業務執行者

等（業務執行者又は過去に業務執行者であっ

た者をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）

（ｄ） 当該会社の主要株主（当該主要株主が

法人である場合には、当該法人の業務執行者

等をいう。以下同じ。）

（ｆ） 次のイ又はロに掲げる者（重要でない

者を除く。）の近親者

（ｅ） 次のイ又はロに掲げる者（重要でない

者を除く。）の近親者

イ （ａ）から前（ｅ）までに掲げる者 イ （ａ）から前（ｄ）までに掲げる者

ロ 過去に当該会社又はその子会社の業

務執行者であった者（社外監査役を独立

役員として指定する場合にあっては、業

務執行者でない取締役であった者又は会

計参与であった者を含む。）

ロ 当該会社又はその子会社の業務執行

者等（社外監査役を独立役員として指定

する場合にあっては、業務執行者でない

取締役若しくは業務執行者でない取締役

であった者又は会計参与若しくは会計参

与であった者を含む。）

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ） ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）
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から（ｄ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びその概要

から（ｃ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びその概要

（ａ） 過去に当該会社又はその子会社の業務

執行者であった者（社外監査役を独立役

員として指定する場合にあっては、業務

執行者でない取締役であった者又は会計

参与であった者を含む。）

（新設）

（ｂ） 当該会社の取引先又はその出身者（業

務執行者又は過去１０年内のいずれか

の時において業務執行者であった者を

いう。以下同じ。）

（ａ） 当該会社の取引先又はその業務執行

者等

（ｃ） 当該会社の出身者が他の会社の社外

役員である場合の当該他の会社の出身

者

（ｂ） 当該会社の業務執行者等が他の会社

の社外役員である場合の当該他の会社

の業務執行者等

（ｄ） 当該会社から寄付を受けている者（当

該寄付を受けている者が法人、組合等

の団体である場合は、出身者又はそれ

に相当する者をいう。）

（ｃ） 当該会社から寄付を受けている者（当

該寄付を受けている者が法人、組合等

の団体である場合は、業務執行者等又

はそれに相当する者をいう。）

（６） （略） （６） （略）

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類）

第２２６条 （略） 第２２６条 （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 規程第２１１条第１２項第１号に規定する施行

規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事

項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第

５号にあっては、新規上場申請者が内国株券の発行

者である場合に限る。

４ 規程第２１１条第１２項第１号に規定する施行

規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事

項とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第

５号にあっては、新規上場申請者が内国株券の発行

者である場合に限る。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂに

掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに掲

げる事項を含む。）。

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂに

掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに掲

げる事項を含む。）。

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｆ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役員

として指定する理由

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｅ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役員

として指定する理由
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（ａ） 過去に当該会社の親会社の業務執行

者であった者（業務執行者でない取締役であ

った者を含み、社外監査役を独立役員として

指定する場合にあっては、監査役であった者

を含む。）

（ａ） 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務

執行者等

（ｂ） 過去に当該会社の兄弟会社の業務執

行者であった者

（新設）

（ｃ） 過去に当該会社を主要な取引先とす

る者の業務執行者であった者又は当該会社

の主要な取引先の業務執行者であった者

（ｂ） 当該会社を主要な取引先とする者若し

くはその業務執行者等又は当該会社の主要

な取引先若しくはその業務執行者等

（ｄ） 当該会社から役員報酬以外に多額の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の

団体であるものに限る。）に過去に所属して

いた者

（ｃ） 当該会社から役員報酬以外に多額の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得て

いる者が法人、組合等の団体である場合は、

当該団体に所属する者及び当該団体に過去

に所属していた者をいう。）

（ｅ） （略） （ｄ） （略）

（ｆ） 次のイ又はロに掲げる者（重要でない

者を除く。）の近親者

（ｅ） 次のイ又はロに掲げる者（重要でない

者を除く。）の近親者

イ （ａ）から前（ｅ）までに掲げる者 イ （ａ）から前（ｄ）までに掲げる者

ロ 過去に当該会社又はその子会社の業務

執行者であった者（社外監査役を独立役員

として指定する場合にあっては、業務執行

者でない取締役であった者又は会計参与で

あった者を含む。）

ロ 当該会社又はその子会社の業務執行者

等（社外監査役を独立役員として指定する

場合にあっては、業務執行者でない取締役

若しくは業務執行者でない取締役であった

者又は会計参与若しくは会計参与であった

者を含む。）

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｄ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びその概要

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｃ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びその概要

（ａ） 過去に当該会社又はその子会社の業

務執行者であった者（社外監査役を独

立役員として指定する場合にあって

は、業務執行者でない取締役であった

者又は会計参与であった者を含む。）

（新設）

（ｂ） 当該会社の取引先又はその出身者 （ａ） 当該会社の取引先又はその業務執

行者等
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（ｃ） 当該会社の出身者が他の会社の社

外役員である場合の当該他の会社の

出身者

（ｂ） 当該会社の業務執行者等が他の会

社の社外役員である場合の当該他の

会社の業務執行者等

（ｄ） 当該会社から寄付を受けている者

（当該寄付を受けている者が法人、

組合等の団体である場合は、出身者

又はそれに相当する者をいう。）

（ｃ） 当該会社から寄付を受けている者

（当該寄付を受けている者が法人、

組合等の団体である場合は、業務執

行者等又はそれに相当する者をい

う。）

（６） （略） （６） （略）

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類）

第２２９条の１０ （略） 第２２９条の１０ （略）

２～３ （略） ２～３ （略）

４ 規程第２１６条の２第１２項に規定する施行規

則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項

とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第５

号にあっては、新規上場申請者が内国株券の発行者

である場合に限る。

４ 規程第２１６条の２第１２項に規定する施行規

則で定めるコーポレート・ガバナンスに関する事項

とは、次の各号に掲げる事項をいう。ただし、第５

号にあっては、新規上場申請者が内国株券の発行者

である場合に限る。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂに

掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに掲

げる事項を含む。）。

（５） 独立役員の確保の状況（次のａ及びｂに

掲げる場合に該当するときは、当該ａ及びｂに掲

げる事項を含む。）。

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｆ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役員

として指定する理由

ａ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｅ）までのいずれかに該当する場合

その旨及びそれを踏まえてもなお独立役員

として指定する理由

（ａ） 過去に当該会社の親会社の業務執行

者であった者（業務執行者でない取締役であ

った者を含み、社外監査役を独立役員として

指定する場合にあっては、監査役であった者

を含む。）

（ａ） 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務

執行者等

（ｂ） 過去に当該会社の兄弟会社の業務執

行者であった者

（新設）

（ｃ） 過去に当該会社を主要な取引先とす

る者の業務執行者であった者又は当該会社

の主要な取引先の業務執行者であった者

（ｂ） 当該会社を主要な取引先とする者若し

くはその業務執行者等又は当該会社の主要

な取引先若しくはその業務執行者等
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（ｄ） 当該会社から役員報酬以外に多額の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の

団体であるものに限る。）に過去に所属して

いた者

（ｃ） 当該会社から役員報酬以外に多額の金

銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得て

いる者が法人、組合等の団体である場合は、

当該団体に所属する者及び当該団体に過去

に所属していた者をいう。）

（ｅ） （略） （ｄ） （略）

（ｆ） 次のイ又はロに掲げる者（重要でない

者を除く。）の近親者

（ｅ） 次のイ又はロに掲げる者（重要でない

者を除く。）の近親者

イ （ａ）から前（ｅ）までに掲げる者 イ （ａ）から前（ｄ）までに掲げる者

ロ 過去に当該会社又はその子会社の業

務執行者であった者（社外監査役を独立

役員として指定する場合にあっては、業

務執行者でない取締役であった者又は会

計参与であった者を含む。）

ロ 当該会社又はその子会社の業務執行

者等（社外監査役を独立役員として指定

する場合にあっては、業務執行者でない

取締役若しくは業務執行者でない取締役

であった者又は会計参与若しくは会計参

与であった者を含む。）

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）

から（ｄ）までのいずれかに該当する場合 そ

の旨及びその概要

ｂ 独立役員として指定する者が、次の（ａ）  

から（ｃ）までのいずれかに該当する場合 そ

の旨及びその概要

（ａ） 過去に当該会社又はその子会社の業務

執行者であった者（社外監査役を独立役

員として指定する場合にあっては、業務

執行者でない取締役であった者又は会計

参与であった者を含む。）

（新設）

（ｂ） 当該会社の取引先又はその出身者 （ａ） 当該会社の取引先又はその業務執行

者等

（ｃ） 当該会社の出身者が他の会社の社外

役員である場合の当該他の会社の出身

者

（ｂ） 当該会社の業務執行者等が他の会社

の社外役員である場合の当該他の会社

の業務執行者等

（ｄ） 当該会社から寄付を受けている者（当

該寄付を受けている者が法人、組合等

の団体である場合は、出身者又はそれ

に相当する者をいう。）

（ｃ） 当該会社から寄付を受けている者（当

該寄付を受けている者が法人、組合等

の団体である場合は、業務執行者等又

はそれに相当する者をいう。）

（６） （略） （６） （略）

（ストック・オプションとしての新株予約権の所 （ストック・オプションとしての新株予約権の所
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有に関する規制） 有に関する規制）

第２５９条 新規上場申請者が、その役員又は従

業員（新規上場申請者の子会社の役員又は従業

員を含む。）であって、かつ、当取引所が適当

と認めるもの（以下この条において「役員又は

従業員等」という。）に報酬として割り当てた

新株予約権（新規上場申請日の直前事業年度の

末日から起算して１年前より後に割り当てられ

たものに限る。）であって、新規上場申請者と

割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面

により第１号に掲げる事項を内容とする確約を

行っており、かつ、第２号に定める書面が当取

引所に提出されている新株予約権（当該確約が

行われている部分に限る。）を新規上場申請者

から割り当てられた役員又は従業員等が、この

項に規定する確約に基づく所有を現に行ってい

ない場合（確約に基づく所有を行っていた者が

当該確約の対象となっている新株予約権を譲渡

した後、新規上場申請者が当該譲渡に係る新株

予約権を速やかに適正な手続により失効させて

おり、かつ、当該新株予約権の行使が行われて

いない場合を除く。）には、当取引所は新規上

場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとる

ものとする。

第２５９条 新規上場申請者が、その役員又は従

業員（新規上場申請者の子会社の役員又は従業

員を含む。）であって、かつ、当取引所が適当

と認めるもの（以下この条において「役員又は

従業員等」という。）に報酬として割り当てた

新株予約権（新規上場申請日の直前事業年度の

末日から起算して１年前より後に割り当てられ

たものに限る。）であって、新規上場申請者と

割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面

により第１号に掲げる事項を内容とする確約を

行っており、かつ、第２号に定める書面が当取

引所に提出されている新株予約権（当該確約が

行われている部分に限る。）を新規上場申請者

から割り当てられた役員又は従業員等が、この

項に規定する確約に基づく所有を現に行ってい

ない場合（確約に基づく所有を行っていた者が

当該確約の対象となっている新株予約権を譲渡

した後、新規上場申請者が当該譲渡に係る新株

予約権を速やかに適正な手続により失効させて

おり、かつ、当該新株予約権の行使が行われて

いない場合を除く。）には、当取引所は新規上

場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとる

ものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａからｃまでに掲げる書面 （２） 次のａからｃまでに掲げる書面

ａ （略）

ｂ 新規上場申請者が役員又は従業員等に

取得させる目的で新株予約権を割り当て

るものであることその他その割当てに関

する事項を記載した取締役会の決議（監査

等委員会設置会社にあっては、取締役の決

定を含み、指名委員会等設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）の内容を証す

る書面

ｃ （略）

ａ （略）

ｂ 新規上場申請者が役員又は従業員等に

取得させる目的で新株予約権を割り当て

るものであることその他その割当てに関

する事項を記載した取締役会の決議（委員

会設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。）の内容を証する書面

ｃ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（ストック・オプションとしての新株予約権の

行使等により取得した株式等に関する規制）

（ストック・オプションとしての新株予約権の

行使等により取得した株式等に関する規制）

第２６０条 （略） 第２６０条 （略）
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２ （略） ２ （略）

３ 前項第１号の場合には、同項の規定により提

出する書面に次の各号に掲げる書面を添付する

ものとする。

３ 前項第１号の場合には、同項の規定により提

出する書面に次の各号に掲げる書面を添付する

ものとする。

（１） 新株予約権の割当てに係る株主総会及

びその割当てに関する取締役会の決議（監査

等委員会設置会社にあっては、取締役の決定

を含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。次号において同じ。）

の内容を証する書面

（１） 新株予約権の割当てに係る株主総会及

びその割当てに関する取締役会の決議（委員

会設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。次号において同じ。）の内容を証する書

面

（２） （略） （２） （略）

４ （略） ４ （略）

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類）

第３０２条の２ （略） 第３０２条の２ （略）

２ 規程第３０１条第３項に規定する施行規則で

定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

２ 規程第３０１条第３項に規定する施行規則で

定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請を決議した取締役会の議

事録の写し（会社法第３７０条の規定により

取締役会の決議があったものとみなされる

場合にあっては、当該場合に該当することを

証する書面を含み、監査等委員会設置会社に

あっては、取締役の決定があったことを証す

る書面を含み、指名委員会等設置会社にあっ

ては、執行役の決定があったことを証する書

面を含む。）

（２） 新規上場申請を決議した取締役会の議

事録の写し（会社法第３７０条の規定により

取締役会の決議があったものとみなされる

場合にあっては、当該場合に該当することを

証する書面を含み、委員会設置会社にあって

は、執行役の決定があったことを証する書面

を含む。）

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

（指定替えの要件及び時期） （指定替えの要件及び時期）

第３１１条 規程第３１１条第１項第１号に規定

する株主数及び同項第２号に規定する流通株式

の数の取扱い並びに市場第一部銘柄が同項第１

号又は第２号に該当する場合の指定替えの時期

は次の各号に定めるところによる。

第３１１条 規程第３１１条第１項第１号に規定

する株主数及び同項第２号に規定する流通株式

の数の取扱い並びに市場第一部銘柄が同項第１

号又は第２号に該当する場合の指定替えの時期

は次の各号に定めるところによる。

（１） 株主数及び流通株式の数の取扱い （１） 株主数及び流通株式の数の取扱い

  ａ～ｇ （略）   ａ～ｇ （略）

  ｈ 規程第３１１条第１項第１号に規定す

る株主数が２，０００人未満である銘柄

が、猶予期間の最終日の翌日から起算して

３か月を経過する日までに、株式分割（同

  ｈ 規程第３１１条第１項第１号に規定す

る株主数が２，０００人未満である銘柄

が、猶予期間の最終日の翌日から起算して

３か月を経過する日までに、株式分割（同
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時に単元株式数の多い数への変更を行っ

ている場合には、実質的に株式分割が行わ

れたと認められるものに限る。）又は株式

無償割当て（上場株券等に係る株式と同一

の種類の株式を割り当てるものに限り、同

時に単元株式数の多い数への変更を行っ

ている場合には、実質的に当該株式無償割

当てが行われたと認められるものに限

る。）を猶予期間の最終日の属する月の翌

月から起算して５か月目の月の初日まで

に行うことの決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名委

員会等設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。以下このｈにおいて同じ。）をし

た場合であって、当取引所の定める事項を

記載した書類を提出したときは、直前の基

準日等の株主数に当該基準日等における

１単位未満の株券等のみを所有する株主

のうち当該株式分割又は株式無償割当て

により１単位以上の株券等を所有する株

主となるべき者の数を加えた人数が、２，

０００人以上となる場合には、決議の時

（審査対象事業年度の末日以前に決議し

た場合には当該審査対象事業年度の末日

とし、猶予期間経過後に決議した場合には

猶予期間の最終日とする。）に当該銘柄の

株主数が２，０００人以上となったものと

して取り扱うものとする。

時に単元株式数の多い数への変更を行っ

ている場合には、実質的に株式分割が行わ

れたと認められるものに限る。）又は株式

無償割当て（上場株券等に係る株式と同一

の種類の株式を割り当てるものに限り、同

時に単元株式数の多い数への変更を行っ

ている場合には、実質的に当該株式無償割

当てが行われたと認められるものに限

る。）を猶予期間の最終日の属する月の翌

月から起算して５か月目の月の初日まで

に行うことの決議（委員会設置会社にあっ

ては、執行役の決定を含む。以下このｈに

おいて同じ。）をした場合であって、当取

引所の定める事項を記載した書類を提出

したときは、直前の基準日等の株主数に当

該基準日等における１単位未満の株券等

のみを所有する株主のうち当該株式分割

又は株式無償割当てにより１単位以上の

株券等を所有する株主となるべき者の数

を加えた人数が、２，０００人以上となる

場合には、決議の時（審査対象事業年度の

末日以前に決議した場合には当該審査対

象事業年度の末日とし、猶予期間経過後に

決議した場合には猶予期間の最終日とす

る。）に当該銘柄の株主数が２，０００人

以上となったものとして取り扱うものと

する。

  ｉ 規程第３１１条第１項第１号に規定す

る株主数が２，０００人未満である銘柄

が、猶予期間の最終日の翌日から起算して

３か月を経過する日までに、単元株式数の

少ない数への変更を猶予期間の最終日の

属する月の翌月から起算して５か月目の

月の初日までに行うことの決議（監査等委

員会設置会社にあっては、取締役の決定を

含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含み、当該変更を行う旨を

株主総会に付議する場合には当該株主総

会の決議をいう。以下このｉにおいて同

じ。）をした場合であって、当取引所の定

  ｉ 規程第３１１条第１項第１号に規定す

る株主数が２，０００人未満である銘柄

が、猶予期間の最終日の翌日から起算して

３か月を経過する日までに、単元株式数の

少ない数への変更を猶予期間の最終日の

属する月の翌月から起算して５か月目の

月の初日までに行うことの決議（委員会設

置会社にあっては、執行役の決定を含み、

当該変更を行う旨を株主総会に付議する

場合には当該株主総会の決議をいう。以下

このｉにおいて同じ。）をした場合であっ

て、当取引所の定める事項を記載した書類

を提出したときは、直前の基準日等の株主
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める事項を記載した書類を提出したとき

は、直前の基準日等の株主数に当該基準日

等における１単位未満の株券等のみを所

有する株主のうち当該単元株式数の変更

により１単位以上の株券等を所有する株

主となるべき者の数を加えた人数が、２，

０００人以上となる場合には、決議の時

（審査対象事業年度の末日以前に決議し

た場合には当該審査対象事業年度の末日

とし、猶予期間経過後に決議した場合には

猶予期間の最終日とする。）に当該銘柄の

株主数が２，０００人以上となったものと

して取り扱うものとする。

数に当該基準日等における１単位未満の

株券等のみを所有する株主のうち当該単

元株式数の変更により１単位以上の株券

等を所有する株主となるべき者の数を加

えた人数が、２，０００人以上となる場合

には、決議の時（審査対象事業年度の末日

以前に決議した場合には当該審査対象事

業年度の末日とし、猶予期間経過後に決議

した場合には猶予期間の最終日とする。）

に当該銘柄の株主数が２，０００人以上と

なったものとして取り扱うものとする。

  ｊ （略）   ｊ （略）

（２） （略） （２） （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（会社情報の開示の取扱い） （会社情報の開示の取扱い）

第４０２条の２ （略） 第４０２条の２ （略）

２ 規程第４０２条第１号ａに該当する場合で、

第三者割当による募集株式等の割当てを行うと

きの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるも

のとする。

２ 規程第４０２条第１号ａに該当する場合で、

第三者割当による募集株式等の割当てを行うと

きの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるも

のとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げ

る事項については、当取引所が必要と認める

場合に限る。）

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げ

る事項については、当取引所が必要と認める

場合に限る。）

  ａ （略）   ａ （略）

  ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有

利でないことに係る適法性に関する監査

役、監査等委員会又は監査委員会の意見等

  ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有

利でないことに係る適法性に関する監査

役又は監査委員会の意見等

（開示を要する決定事実に係る書類の提出） （開示を要する決定事実に係る書類の提出）

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条第１号

に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定（取締役会で決議したこと（代

表取締役の専決事項である場合にあっては、代

表取締役が所要の手続に従い決定したことをい

い、監査等委員会設置会社にあっては、取締役

が決定したことを含み、指名委員会等設置会社

にあっては、執行役が決定したことを含む。）

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条第１号

に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定（取締役会で決議したこと（代

表取締役の専決事項である場合にあっては、代

表取締役が所要の手続に従い決定したことをい

い、委員会設置会社にあっては、執行役が決定

したことを含む。）をいう。以下この条及び次

条において同じ。）を行った場合には、当該各
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をいう。以下この条及び次条において同じ。）

を行った場合には、当該各号に定めるところに

従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。

ただし、規程第２編第４章第２節の規定に基づ

き行う会社情報の開示により、当取引所に提出

すべき書類に記載すべき内容が十分に開示され

ていると認められる場合であって、当取引所が

適当と認めるときは、当該書類の提出を要しな

いものとする。

号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。ただし、規程第２編第４

章第２節の規定に基づき行う会社情報の開示に

より、当取引所に提出すべき書類に記載すべき

内容が十分に開示されていると認められる場合

であって、当取引所が適当と認めるときは、当

該書類の提出を要しないものとする。

（１）～（３）の２ （略） （１）～（３）の２ （略）

（４） 規程第４０２条第１号ｇに掲げる事項

次のａ及びｂに掲げる書類。ただし、上場

外国会社である場合には、ａに掲げる書類を

除き、提出を要しないものとする。この場合

において、上場会社は、ｂに掲げる書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。

（４） 規程第４０２条第１号ｇに掲げる事項

株式の分割又は併合日程表 確定後直

ちに

  ａ 株式の分割又は併合日程表 確定後直

ちに

    

  ｂ 株式の併合（会社法第１８２条の２第１

項に規定する株式の併合に限る。）を行

う場合においては、次の（ａ）及び（ｂ）

に掲げる書類

  （ａ） 会社法第１８２条の２第１項に規定

する書面（法定事前開示書類）の写し

同項の規定により当該書面を本店に

備え置くこととされている日までに

  （ｂ） 会社法第１８２条の６第１項に規定

する書面（法定事後開示書類）の写し

株式の併合の効力発生日以後速やか

に

（５）～（１７） （略） （５）～（１７） （略）

（１８） 規程第４０２条第１号ａｐに掲げる

事項

   全部取得条項付種類株式の全部の取得に

より上場内国株券等が上場廃止となる見込

みがある場合には、次のａ及びｂに掲げる書

類。この場合において、上場会社は、ａに掲

げる書類を当取引所が公衆の縦覧に供する

ことに同意するものとする。

（新設）

ａ 会社法第１７１条の２第１項に規定す
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る書面（法定事前開示書類）の写し 同

項の規定により当該書面を本店に備え置

くこととされている日までに

ｂ 当事会社以外の者であって、企業価値又

は株価の評価に係る専門的知識及び経験

を有するものが、取得対価に関する見解

を記載した書面 作成後直ちに

（１９） 規程第４０２条第１号ａｑに掲げる

事項

次のａ及びｂに掲げる書類。ただし、ｂに

掲げる書類の提出については、株式等売渡請

求（会社法第１７９条の３第１項に規定する

株式等売渡請求をいう。以下同じ。）に係る

承認の場合に限るものとし、上場外国会社に

ついては、提出を要しないものとする。この

場合において、上場会社は、ａに掲げる書類

を当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。

（新設）

ａ 会社法第１７９条の５第１項に規定す

る書面（法定事前開示書類）の写し 同項

の規定により当該書面を本店に備え置く

こととされている日までに

  ｂ 当事会社以外の者であって、企業価値又

は株価の評価に係る専門的知識及び経験

を有するものが、売渡対価に関する見解を

記載した書面 作成後直ちに

（株主に発送する書類の提出） （株主に発送する書類の提出）

第４２０条 上場内国会社は、株主に対して株主

総会招集通知書及びその添付書類を発送する場

合（会社法施行規則第９４条第１項、同規則第

１３３条第３項、会社計算規則（平成１８年法

務省令第１３号）第１３３条第４項又は同規則

第１３４条第４項の規定によって株主に対して

提供したものとみなされる場合を含む。以下こ

の項において同じ。）には、発送する書類をそ

の発送日までに当取引所に提出するものとす

る。この場合において、上場内国会社は、当該

書類の内容を記録した電磁的記録の提出により

行うものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。

第４２０条 上場内国会社は、株主に対して株主

総会招集通知書及びその添付書類を発送する場

合には、発送する書類をその発送日までに当取

引所に提出するものとする。この場合において、

上場内国会社は、当該書類の内容を記録した電

磁的記録の提出により行うものとし、当該書類

を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。
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２・３ （略） ２・３ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０１条 （略） 第６０１条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 規程第６０１条第１項第８号に規定する事業

活動の停止の取扱いは次の各号に定めるところ

による。

７ 規程第６０１条第１項第８号に規定する事業

活動の停止の取扱いは次の各号に定めるところ

による。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第６０１条第１項第８号に規定す

るこれに準ずる状態になった場合とは、次の

ａからｃまでに掲げる場合その他上場会社

が事業活動を停止した場合に準ずる状態に

なった場合と当取引所が認めた場合をいう

ものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合に

は当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該

当するものとして取り扱う。

（２） 規程第６０１条第１項第８号に規定す

るこれに準ずる状態になった場合とは、次の

ａからｃまでに掲げる場合その他上場会社

が事業活動を停止した場合に準ずる状態に

なった場合と当取引所が認めた場合をいう

ものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合に

は当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該

当するものとして取り扱う。

  ａ （略）   ａ （略）

  ｂ 上場会社が、前ａに規定する合併以外の

合併により解散する場合は、当該上場会社

から当該合併に関する株主総会（普通出資

者総会を含む。）の決議についての書面に

よる報告を受けた日（当該合併について株

主総会の決議による承認を要しない場合

には、取締役会の決議（監査等委員会設置

会社にあっては、取締役の決定を含み、指

名委員会等設置会社にあっては、執行役の

決定を含む。）についての書面による報告

を受けた日）

  ｂ 上場会社が、前ａに規定する合併以外の

合併により解散する場合は、当該上場会社

から当該合併に関する株主総会（普通出資

者総会を含む。）の決議についての書面に

よる報告を受けた日（当該合併について株

主総会の決議による承認を要しない場合

には、取締役会の決議（委員会設置会社に

あっては、執行役の決定を含む。）につい

ての書面による報告を受けた日）

  ｃ （略）   ｃ （略）

８～１２ （略） ８～１２ （略）

１３ 規程第６０１条第１項第１５号に該当する

日は、次の各号に定めるところによる。

１３ 規程第６０１条第１項第１５号に該当する

日は、次の各号に定めるところによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 前号以外の場合は、当該上場会社から

当該株式交換又は株式移転に関する株主総

会決議についての書面による報告を受けた

日（当該株式交換について株主総会の決議に

よる承認を要しない場合には、取締役会の決

議（監査等委員会設置会社にあっては、取締

役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあ

（２） 前号以外の場合は、当該上場会社から

当該株式交換又は株式移転に関する株主総

会決議についての書面による報告を受けた

日（当該株式交換について株主総会の決議に

よる承認を要しない場合には、取締役会の決

議（委員会設置会社にあっては、執行役の決

定を含む。）についての書面による報告を受
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っては、執行役の決定を含む。）についての

書面による報告を受けた日）

けた日）

１４・１５ （略） １４・１５ （略）

１６ 規程第６０１条第１項第１８号の２に該当

する日は、上場会社から、株式等売渡請求に関

して承認した旨の書面による報告を受けた日

とする。

（新設）

１７ （略） １６ （略）

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（６）の２ 規程第６０１条第１項第１８号の

２（規程第６０２条第１項第１号、同条第２

項第３号、規程第６０３条第１項第６号、規

程第６０４条第１項第２号、同条第２項第１

号、規程第６０４条の２第１項第３号、規程

第６０４条の３第２号、規程第６０４条の４

第１項第２号又は規程第６０４条の５第２

号による場合を含む。）に該当する上場株券

等

株式の取得がその効力を生ずる日の３日前

（休業日を除外する。）の日

（新設）

（７）～（１０） （略） （７）～（１０） （略）

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い）

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１２号

の２、第１２号の３、第１４号、第１４号の３、

第１５号、第２１号の３又は第２２号に該当す

る場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ以

外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１２号

の２、第１２号の３、第１４号、第１４号の３、

第１５号、第２１号の２又は第２２号に該当す

る場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ以

外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。

（１）～（１０） （略） （１）～（１０） （略）

（１１） 上場会社が第６０１条第７項第２号

ｂに規定する合併に関する取締役会の決議

（監査等委員会設置会社にあっては、取締役

の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっ

（１１） 上場会社が第６０１条第７項第２号

ｂに規定する合併に関する取締役会の決議

（委員会設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）を行ったとき、又は上場会社が合
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ては、執行役の決定を含む。）を行ったとき、

又は上場会社が合併以外の事由により解散

する場合のうち株主総会の決議により解散

する場合（第６０１条第６項第２号ｂの規定

の適用を受ける場合を除く。）において当該

解散に関する取締役会の決議を行ったとき

若しくは上場会社が合併以外の事由により

解散する場合のうち株主総会の決議によら

ずに解散する場合において規程第６０１条

第１項第８号（規程第６０２条第１項第１

号、同条第２項第３号、規程第６０３条第１

項第６号、規程第６０４条第１項第２号、同

条第２項第１号、規程第６０４条の２第１項

第３号、規程第６０４条の３第２号、規程第

６０４条の４第１項第２号又は規程第６０

４条の５第２号による場合を含む。）に該当

するおそれがあると当取引所が認めるとき

併以外の事由により解散する場合のうち株

主総会の決議により解散する場合（第６０１

条第６項第２号ｂの規定の適用を受ける場

合を除く。）において当該解散に関する取締

役会の決議を行ったとき若しくは上場会社

が合併以外の事由により解散する場合のう

ち株主総会の決議によらずに解散する場合

において規程第６０１条第１項第８号（規程

第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号によ

る場合を含む。）に該当するおそれがあると

当取引所が認めるとき

（１２）～（１４） （略） （１２）～（１４） （略）

（１４）の２ 規程第５０１条第１項の規定に

よる特設注意市場銘柄の指定後１年６か月

が経過した場合

（１４）の２ 規定第５０１条第１項の規定に

よる特設注意市場銘柄の指定後１年６か月が

経過した場合

（１４）の３～（１７） （略） （１４）の３～（１７） （略）

（１８） 上場会社が第６０１条第１３項第２

号に規定する株式交換又は株式移転に関す

る取締役会の決議（監査等委員会設置会社に

あっては、取締役の決定を含み、指名委員会

等設置会社にあっては、執行役の決定を含

む。）を行った場合

（１８） 上場会社が第６０１条第１３項第２

号に規定する株式交換又は株式移転に関す

る取締役会の決議（委員会設置会社にあって

は、執行役の決定を含む。）を行った場合

（１９）～（２１） （略） （１９）～（２１） （略）

（２１）の２ 上場会社が規程第４０２条第２

号ｎの２前段に規定する開示を行ったとき

又はそれに準ずる発表等を行ったとき

（新設）

（２１）の３ （略） （２１）の２ （略）

（２２）～（２６） （略） （２２）～（２６） （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） （新規上場申請に係る提出書類等の取扱い）

第８１３条 規程第８１５条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

第８１３条 規程第８１５条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類

とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
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（４） 当該優先証券の発行者の設立、当該優

先証券の発行及び前号に規定する保証につ

いて決議した対象親法人の取締役会の議事

録の写し（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定があったことを証する書面

を含み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定があったことを証する書面を

含む。）その他これらの事項について所要の

手続きがとられたことを証する書面

（４） 当該優先証券の発行者の設立、当該優

先証券の発行及び前号に規定する保証につ

いて決議した対象親法人の取締役会の議事

録の写し（委員会設置会社にあっては、執行

役の決定があったことを証する書面を含

む。）その他これらの事項について所要の手

続きがとられたことを証する書面

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略）

２ （略） ２ （略）

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い）

第９１６条 規程第９２１条第１項第３号に該当

する日は、上場転換社債型新株予約権付社債券

の発行者から当該株式交換又は株式移転に関す

る株主総会決議についての書面による報告を受

けた日（当該株式交換又は株式移転について株

主総会の決議による承認を要しない場合は、取

締役会の決議（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会

社にあっては執行役の決定を含む。）があった

旨及び株主総会の決議を行わないこととなった

旨について書面による報告を受けた日）とする。

第９１６条 規程第９２１条第１項第３号に該当

する日は、上場転換社債型新株予約権付社債券

の発行者から当該株式交換又は株式移転に関す

る株主総会決議についての書面による報告を受

けた日（当該株式交換又は株式移転について株

主総会の決議による承認を要しない場合は、取

締役会の決議（委員会設置会社にあっては執行

役の決定を含む。）があった旨及び株主総会の

決議を行わないこととなった旨について書面に

よる報告を受けた日）とする。

２ （略） ２ （略）

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い）

第１２３０条 （略） 第１２３０条 （略）

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項のい

ずれかについて決定を行った場合には、当該各

号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。ただし、規程第１２１３

条の規定に基づき行う情報の開示により、当取

引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分

に開示されていると認められる場合であって、

当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提

出を要しないものとする。この場合において、

上場投資法人は、第１号ｂに掲げる書類並びに

第２号ｃに規定する書類（法第１３条第１項前

段及び第３項の規定により作成されたものを除

く。）並びに第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項のい

ずれかについて決定を行った場合には、当該各

号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。ただし、規程第１２１３

条の規定に基づき行う情報の開示により、当取

引所に提出すべき書類に記載すべき内容が十分

に開示されていると認められる場合であって、

当取引所が適当と認めるときは、当該書類の提

出を要しないものとする。この場合において、

上場投資法人は、第２号ｃに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ及

びｄ並びに第４号ｂに規定する書類を当取引所
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ｂに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供

することに同意するものとする。

が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。

（１） 規程第１２１３条第２項第１号ａの

（ａ）に掲げる事項

次のａ及びｂに掲げるところにより行う。

（１） 規程第１２１３条第２項第１号ａの

（ａ）に掲げる事項

投資口の併合又は分割日程表について、確

定後直ちに

  ａ 投資口の併合又は分割日程表について、

確定後直ちに

  ｂ 投資口の併合（投資信託法第８１条の２

第２項において準用する会社法第１８２

条の２第１項に規定するものに限る。）

を行う場合においては、前ａに定めるほ

か、次の（ａ）及び（ｂ）に定めるとこ

ろにより行うものとする。

  （ａ） 投資信託法第８１条の２第２項にお

いて準用する会社法第１８２条の２第

１項に規定する書面（法定事前開示書

類）の写しについて、同項の規定によ

り当該書面を本店に備え置くこととさ

れている日までに

  （ｂ） 投資信託法第８１条の２第２項にお

いて準用する会社法第１８２条の６第

１項に規定する書面（法定事後開示書

類）の写しについて、投資口の併合の

効力発生日以後速やかに

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略）

３～６ （略） ３～６ （略）

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い）

第１３２７条 （略） 第１３２７条 （略）

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１３１２条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人は、第１号ｂに

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１３１２条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人は、第２号ｃに
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掲げる書類並びに第２号ｃに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ及

びｄ並びに第４号ｂ並びに第９号ａに規定する

書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。

規定する書類（法第１３条第１項前段及び第３

項の規定により作成されたものを除く。）並び

に第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号ｂ並びに第

９号ａに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。

（１） 規程第１３１２条第２項第１号ａに掲

げる事項について決定を行った場合

次のａ及びｂに掲げるところにより行

う。

（１） 規程第１３１２条第２項第１号ａに掲

げる事項について決定を行った場合

投資口の併合又は分割日程表について、確

定後直ちに

  ａ 投資口の併合又は分割日程表について、

確定後直ちに

  ｂ 投資口の併合（投資信託法第８１条の２

第２項において準用する会社法第１８２

条の２第１項に規定するものに限る。）

を行う場合においては、前ａに定めるほ

か、次の（ａ）及び（ｂ）に定めるとこ

ろにより行うものとする。

  （ａ） 投資信託法第８１条の２第２項にお

いて準用する会社法第１８２条の２第

１項に規定する書面（法定事前開示書

類）の写しについて、同項の規定によ

り当該書面を本店に備え置くこととさ

れている日までに

  （ｂ） 投資信託法第８１条の２第２項にお

いて準用する会社法第１８２条の６第

１項に規定する書面（法定事後開示書

類）の写しについて、投資口の併合の

効力発生日以後速やかに

（２）～（１１） （略） （２）～（１１） （略）

３ （略） ３ （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年５月１日から施

行する。
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（会社情報の開示の取扱い） （会社情報の開示の取扱い）

第１１０条 （略） 第１１０条 （略）

２ 特例第１１８条第１号ａに該当する場合で、

第三者割当による募集株式等の割当てを行うと

きの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるも

のとする。

２ 特例第１１８条第１号ａに該当する場合で、

第三者割当による募集株式等の割当てを行うと

きの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるも

のとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げ

る事項については、当取引所が必要と認める

場合に限る。）

（２） 次のａ及びｂに掲げる事項（ｂに掲げ

る事項については、当取引所が必要と認める

場合に限る。）

  ａ （略）   ａ （略）

  ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有利

でないことに係る適法性に関する監査役、

監査等委員会又は監査委員会の意見等

  ｂ 払込金額が割当てを受ける者に特に有利

でないことに係る適法性に関する監査役又

は監査委員会の意見等

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年５月１日から施

行する。
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅱ 株券等の新規上場審査〔本則市場〕 Ⅱ 株券等の新規上場審査〔本則市場〕

（内国会社における企業経営の健全性） （内国会社における企業経営の健全性）

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第２号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（３）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第２号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（３）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請者の役員（取締役、会計

参与（会計参与が法人であるときはその職務

を行うべき社員を含む。以下同じ。）、監査

役又は執行役（理事及び監事その他これらに

準ずるものを含む。）。以下同じ。）の相互

の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会

社等の役職員等との兼職の状況が、当該新規

上場申請者の役員としての公正、忠実かつ十

分な職務の執行又は有効な監査の実施を損な

う状況でないと認められること。この場合に

おいて、新規上場申請者の取締役、会計参与

又は執行役その他これらに準ずるものの配偶

者並びに二親等内の血族及び姻族が監査役、

監査等委員又は監査委員その他これらに準ず

るものに就任しているときは、有効な監査の

実施を損なう状況にあるとみなすものとす

る。

（２） 新規上場申請者の役員（取締役、会計

参与（会計参与が法人であるときはその職務

を行うべき社員を含む。以下同じ。）、監査

役又は執行役（理事及び監事その他これらに

準ずるものを含む。）。以下同じ。）の相互

の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会

社等の役職員等との兼職の状況が、当該新規

上場申請者の役員としての公正、忠実かつ十

分な職務の執行又は有効な監査の実施を損な

う状況でないと認められること。この場合に

おいて、新規上場申請者の取締役、会計参与

又は執行役その他これらに準ずるものの配偶

者並びに二親等内の血族及び姻族が監査役、

監査委員その他これらに準ずるものに就任し

ているときは、有効な監査の実施を損なう状

況にあるとみなすものとする。

（３） （略） （３） （略）

Ⅲ 株券等の新規上場審査〔マザーズ〕 Ⅲ 株券等の新規上場審査〔マザーズ〕

（企業経営の健全性） （企業経営の健全性）

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２１４条第１項第２号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（３）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２１４条第１項第２号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（３）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。
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（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査等委

員又は監査委員その他これらに準ずるものに

就任しているときは、有効な監査の実施を損

なう状況にあるとみなすものとする。

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員

その他これらに準ずるものに就任していると

きは、有効な監査の実施を損なう状況にある

とみなすものとする。

（３） （略） （３） （略）

Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕 Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕

（健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確

立）

（健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確

立）

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２１６条の５第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２１６条の５第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査等委

員又は監査委員その他これらに準ずるものに

就任しているときは、有効な監査の実施を損

なう状況にあるとみなすものとする。

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員

その他これらに準ずるものに就任していると

きは、有効な監査の実施を損なう状況にある

とみなすものとする。

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

Ⅲの３ 株券等の新規上場審査〔グロース〕 Ⅲの３ 株券等の新規上場審査〔グロース〕
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（成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効

な内部管理体制の確立）

（成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効

な内部管理体制の確立）

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２１６条の８第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２１６条の８第１項第２号に定める事項

についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。

（１） （略） （１） （略）

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査等委

員又は監査委員その他これらに準ずるものに

就任しているときは、有効な監査の実施を損

なう状況にあるとみなすものとする。

（２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員

その他これらに準ずるものに就任していると

きは、有効な監査の実施を損なう状況にある

とみなすものとする。

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

付  則

この改正規定は、平成２７年５月１日から施行

する。
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表

新 旧

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査

（企業行動規範違反に対する措置） （企業行動規範違反に対する措置）

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に

違反した場合における規程第５０８条第１項の

規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に

基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、

当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及

びその情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の事情

を総合的に勘案して行う。

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に

違反した場合における規程第５０８条第１項の

規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に

基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、

当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及

びその情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の事情

を総合的に勘案して行う。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（３）の２ 規程第４３６条の２の規定 （３）の２ 規程第４３６条の２の規定

施行規則第４３６条の２の規定に基づき上

場内国株券の発行者が独立役員として届け出

る者が、次のａからｄまでのいずれかに該当

している場合におけるその状況

施行規則第４３６条の２の規定に基づき上

場内国株券の発行者が独立役員として届け出

る者が、次のａからｅまでのいずれかに該当

している場合におけるその状況

（削る） ａ 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行

者

ａ （略） ｂ （略）

ｂ （略） ｃ （略）

ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までの

いずれかに該当していた者

ｄ 最近においてａから前ｃまでに該当してい

た者

（ａ） ａ又はｂに掲げる者 （新設）

（ｂ） 当該会社の親会社の業務執行者（業

務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独

立役員として指定する場合にあっては、監査役

を含む。）

（新設）

（ｃ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者 （新設）
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ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲

げる者（重要でない者を除く。）の近親者

ｅ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲

げる者（重要でない者を除く。）の近親者

（ａ） ａから前ｃまでに掲げる者 （ａ） ａから前ｄまでに掲げる者

（ｂ） 当該会社の会計参与（社外監査役

を独立役員として指定する場合に限る。

当該会計参与が法人である場合は、その職務

を行うべき社員を含む。以下同じ。）

（新設）

（ｃ） 当該会社の子会社の業務執行者（社外

監査役を独立役員として指定する場合にあ

っては、業務執行者でない取締役又は会計参

与を含む。）

（ｂ） 当該会社又はその子会社の業務執行者

（社外監査役を独立役員として指定する場

合にあっては、業務執行者でない取締役又は

会計参与（当該会計参与が法人である場合

は、その職務を行うべき社員を含む。以下同

じ。）を含む。）

（ｄ） 当該会社の親会社の業務執行者（業

務執行者でない取締役を含み、社外監査役を

独立役員として指定する場合にあっては、監

査役を含む。）

（新設）

（ｅ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者 （新設）

（ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会

社の業務執行者（社外監査役を独立役員とし

て指定する場合にあっては、業務執行者でな

い取締役）に該当していた者

（ｃ） 最近において前（ｂ）に該当していた

者

（３）の３ 規程第４３９条の規定 （３）の３ 規程第４３９条の規定

会社の業務並びに当該会社及びその子会社か

ら成る企業集団の業務の適正を確保するために

必要な体制の整備状況及び運用状況並びに金融

商品市場に対する投資者の信頼の毀損の状況

会社の業務の適正を確保するために必要な体制

の整備状況及び運用状況並びに金融商品市場に対

する投資者の信頼の毀損の状況

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略）

付  則

１ この改正規定は、平成２７年５月１日から施

行する。

２ 前項の規定にかかわらず、会社法の一部を改

正する法律（平成２６年法律第９０号）附則第４

条の規定により社外取締役又は社外監査役の要件
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に関する経過措置が適用される場合には、Ⅲ５．

（３）の３の改正規定を除き、なお従前の例によ

る。


